
相模原市長・本村賢太郎／座間市長・佐藤弥斗／相模原市自治会連合会／座間市自治会総連合会／神奈川県弁護士会／東京地方税理士会相模原支部
／神奈川県司法書士会相模原支部／神奈川県社会保険労務士会相模原支部／神奈川県行政書士会相模原支部／神奈川県土地家屋調査士会相模原支
部／東京地方税理士会大和支部／神奈川県司法書士会厚木支部／神奈川県社会保険労務士会厚木支部／神奈川県行政書士会海老名座間支部／神奈
川県土地家屋調査士会大和支部／相模原商工会議所／相模原青年会議所／津久井青年会議所／津久井商工会／城山商工会／相模湖商工会／藤野商
工会／座間青年会議所／座間市商工会／（公・社）相模原法人会／相模原地域連合／県中央地域連合／相模原ロータリークラブ（以下RC）／相模原南
RC／相模原中RC／相模原西RC／相模原東RC／相模原グリーンRC／津久井中央RC／相模原柴胡RC／相模原橋本RC／相模原ニューシティRC／相模
原かめりあRC／相模原西令和大野R衛星C／相模原おださがRC／相模原ライオンズクラブ（以下LC）／相模原シティLC／相模原中央LC／相模原グ
リーンLC／相模原けやきLC／相模原アーチLC／座間RC　　　　　　　　　（順不同）

横浜地方裁判所相模原支部での合議制裁判と労働審判実施を！

私たちの地域の司法サービスを向上させ、
より公平で利用しやすい裁判所を実現するため、皆さまのご支援が必要です。

署 名 活 動
ご協力のお願い

現在、私たちの地域では、裁判所に関する重要な問
題があります。相模原市と座間市を管轄する横浜
地方裁判所相模原支部では、開庁以来約30年間、
合議制裁判や労働審判が行われていません。この
ため、私たち市民は以下のような不利益を被ってい
ます。
■裁判所への移動が難しいため、裁判を諦めてしまう
移動時間や交通費が負担となり、裁判に出廷でき
ないことで司法の救済を受けられないケースが増
えています。
■慎重な審理が受けられない
合議制による裁判が行われないため、裁判が十分

に検討されず、不利益を被ることがあります。
■労働審判が受けられない
労働問題が増えているにもかかわらず、早期解決
が期待できる労働審判が実施されていません。

これらの問題は、私たちの司法アクセスを制限し、
公平な裁判を受ける権利を脅かしています。 
そこで、この状況を改善するため、弁護士会や民間
団体、自治会などが協力して署名活動を行うことに
なりました。集めた署名は、最高裁判所、横浜地方
裁判所、財務省に提出し、改善を求めていきます。 
皆さまのご協力をお願いします。

▼  【横浜地方裁判所相模原支部に合議制裁判と労働審判実施を求める協議会】 構成団体等

これまで弁護士会と相模原市、座間市によって要望活動を行ってきましたが、今回は民間団体や自治会などを
構成員とする協議会を結成して、強力な要望活動を展開していきます!!

（裏面もご覧ください）

【署名取り扱い事務局】　　神奈川県弁護士会相模原支部 
〒252-0236　相模原市中央区富士見6-11-17        電話番号：042-751-0958　    FAX番号：042-751-0912

この問題を周りの方々に伝えてください。ご家族や友人、知人にも署名を呼びかけてください。

相模原市・座間市の皆さんへ



相模原市　座間市相模原市　座間市

神奈川県

署名にご協力いただくことで・・・
相模原支部での合議制裁判・労働審判の実現に一歩近づきます。
より身近で、公平な司法サービスを受けることができるようになります。
将来の市民のためにも、より良い社会を作ることができます。

すぐわかる 合議制 Q&Aすぐわかる 合議制 Q&Aすぐわかる 合議制 Q&A
Q▶相模原・座間地域を管轄する裁判所相模原支部に合議制が採用されていないと聞きま
したが、合議制とは何ですか？

Q▶合議制のメリットは？

Q▶どんな事件に合議制が必要ですか？

Q▶合議制の裁判が行われていない裁判所は多いのですか？

A▶神奈川県内の地方裁判所・支部（横浜、川崎、小田原、横須賀、相模
原）のうち、合議制の裁判が行われていないのは相模原支部だけです。

Q▶なぜ相模原支部に合議制を導入しようとしているのですか？

A▶合議制の裁判を相模原支部で行うことができないので、重大な事件
は横浜の裁判所までわざわざ行かなければならず、相模原・座間地域の
住民が不便を強いられたり、場合によっては裁判を起こすことをあきら
めたりしているため、このようなことを改善したいからです。

A▶合議制は、3名の裁判官が協議して事件を審理する体制です。
1人の裁判官が審理する単独事件と区別されます。

A▶医療過誤や建築紛争のような判断の難しい民
事事件、殺人・放火など重い刑罰を科す刑事事件、
被疑者の身体を拘束する決定（勾留決定）に対する
不服申立（準抗告）の判断などです。

A▶3名の裁判官の協議で判断されるため、より慎重かつ
迅速な判断が期待できます。

!?

単独

重い刑事事件(殺人，放火等) 難しい民事事件
 (医療過誤,労災,建築瑕疵等)

合議

解説ページ
［相模原市］

解説YouTube動画
［相模原市］

こちらでも「合議制」に
ついて解説しています。
ぜひ、ご覧ください。


